
No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号） ＷＴＯ

1
平成27年度エネルギー面
的利用促進事業に係る調
査業務委託

その他代行
㈱日建設計総合
研究所

9,892,800円 平成27年7月6日
地方自治法施
行令第167条の
2第1項第2号

G5 -

2
北部環境事業センター
ほか８箇所機械警備業
務委託

機械警備 セコム㈱ 2,039,040円 平成27年7月31日
地方自治法施
行令第167条の
2第1項第6号

G27 -

3

平成27年度地中熱等導入
促進事業調査その2（ポ
テンシャル調査等）に係
る業務委託

その他代行 ㈱ニュージェック 19,973,202円 平成27年8月4日
地方自治法施
行令第167条の
2第1項第2号

G5 -

4

資源ごみ中継地及び容プ
ラ中継施設運営用ショベ
ルローダー点検・整備業
務委託

産業用機器 ユニキャリア㈱ 4,679,596円 平成27年8月19日
地方自治法施
行令第167条の
2第1項第2号

G3 -

5
事業系ごみの減量推進に
関するセミナー企画運営
業務委託

その他代行
（Ｎ）イー・ビーイン
グ

1,762,663円 平成27年8月21日
地方自治法施
行令第167条の
2第1項第2号

G5 -

6
環境保全関係業務処理シ
ステムWindows8.1及び
IE11影響調査業務委託

情報処理
富士通エフ・アイ・
ピー㈱

1,715,958円 平成27年9月17日
地方自治法施
行令第167条の
2第1項第2号

G3 -

7
環境データ処理システム
用機器更新に伴うシステ
ム移行等業務委託

情報処理
レイシスソフトウェ
アーサービス㈱

1,751,382円 平成27年9月17日
地方自治法施
行令第167条の
2第1項第2号

G3 -

環境局発注の業務委託契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額随意契約を除く）平成27年度第2四半期

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


随意契約理由書 

１ 案件名称 

平成27年度エネルギー面的利用促進事業調査業務委託 

２ 契約の相手方 

株式会社日建設計総合研究所 大阪オフィス 

３ 随意契約理由 

本業務は、大阪市域におけるエネルギー面的利用促進のための課題に関する調査

を実施したのち、その調査結果から適地選定を行い、優良事例を形成することにつ

なげるための委託事業である。エネルギー面的利用促進のためには、エネルギー需

要の把握のほか、エネルギー融通のためのインフラ整備や取引モデルの構築、事業

実施のためのインセンティブの付与などの課題が考えられる。本業務を遂行するた

めには、大都市におけるエネルギー事業に関する幅広い知識と経験、エネルギーイ

ンフラの構築からエネルギー供給に至るまでのシステムを設計できるノウハウ等、

高度な専門性や創造性を有する事業者からの非定型かつ創造的な事業企画を幅広

く募集することが必要となる。  

これらのことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号が定める「その性質

又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものとして公募型プロポーザル方

式を採用することとする。  

大阪市ホームページ上にて企画提案を募集、5月27日に外部の有識者による「エ

ネルギー面的利用促進事業調査業務委託公募型プロポーザル選定会議」を開催し、

申請のあった7団体について審査を行い、その結果を受けて、上記団体が最も優れ

た提案者であるとして選定した。  

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号 

５ 担当 

環境局 環境施策部 環境施策課エネルギー政策グループ 

（電話番号 06－6630－3483） 
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随意契約理由書 

１ 案件名称 

北部環境事業センターほか８箇所機械警備業務委託 

２ 契約の相手方 

セコム株式会社 

３ 随意契約理由 

北部環境事業センターほか８箇所機械警備業務委託については、平成２３年

４月１日から平成２７年７月３１日まで長期契約を締結しているが、当初契約

時に新品の警備機器を導入していることや、契約期間中、大きな故障もなく警

備業務を履行できていることから、引き続いての警備機器の使用に支障がない

と判断した。 

 また、現有機を引き続き使用し本警備業務を委託した方が、新たに契約を締

結するよりも経済的に有利であり、本市の利益の増進につながると合理的に判

断される。 

上記の理由により地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号（競争入札

に付することが不利と認められるとき）に該当するので、引き続き現在設置し

ている警備機器所有者であるセコム株式会社と随意契約を行う。 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第６号 

５ 担当部署 

環境局 事業部 事業管理課 （電話番号 ０６－６６３０－３２５４） 
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